
環境保全型農業直接支払交付金の有機農業の取組において 

支援対象作物となるかの判定結果 

 

 府の慣行レベルが設定されていない作物について、有機農業の取組において支援対象作

物となるかの判定結果は以下のとおりです。 

＊環境保全型農業直接支払交付金実施要領第４の１の（８）のイに基づき公表するものです。 

 

作物名 支援の可否 判定根拠 判定年 

落花生 可 他県慣行レベル R3 

ケール 可 他県慣行レベル R3 

コールラビ 可 他県慣行レベル R3 

エンサイ 可 他県慣行レベル R3 

トウガラシ類 可 他県慣行レベル R3 

チコリ 可 他県慣行レベル R3 

バジル 可 他県慣行レベル R3 

はたけ菜 可 地域栽培暦 R3 

わさび菜 可 他県慣行レベル R3 

パプリカ 可 他県慣行レベル R3 

ビーツ 可 他県慣行レベル R6 

マコモタケ 可 他県慣行レベル R6 

レンコン 可 他県慣行レベル R6 

ハヤトウリ 可 他県慣行レベル R6 


